
関東学院大学大学院文学研究科履修規程 
（２０１３年３月２３日制定） 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、関東学院大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）に基づき、関東学院 

 大学大学院文学研究科（以下「本研究科」という。）における授業科目の履修、学位の取扱い等に 

 関して、必要な事項を定めるものとする。 

２ 本研究科における学修については、大学院学則及び関東学院大学学位規則によるほか、入学年度 

 のこの規程の定めによることを原則とする。 

 （履修登録） 

第２条 学生は毎年度始めに配付される履修登録用紙に、その年度に履修しようとするすべての授業

科目を記入し、所定の期日に教務課に提出して履修登録をしなければならない。ただし、履修登録

遅延の理由について、研究科委員長がやむを得ないと認めた場合に限り、履修登録を受け付けるこ

とがある。 

２ 前項ただし書の場合において当該授業科目が開講する配当期における全授業日数の３分の１を経

過したときは、履修登録を受け付けない。 

３ 履修登録後の授業科目の追加登録又は登録変更は、原則として認めない。ただし、春学期に登録

済みの秋学期科目を秋学期の所定の期日までに履修変更を申請することにより、変更、削除又は追

加することがきる。 

（教育研究指導計画書の作成） 

第３条 学生は、指導教員の指導を受けた上で、年度初めに教育研究指導計画書に研究計画を記入し、

指導教員に提出しなければならない。 

２ 前項の提出を受けた指導教員は、教育研究指導計画を作成し、学生に配付するものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第４条 文学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）は、別に定めるところにより、学生が職

業を有している等の事情により大学院学則第６条第２項に定める標準修業年限を超えて一定の期間

にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履

修を認めることができる。 

２ 前項による計画的な教育課程の修業年限は、大学院学則第６条第３項に定める在学期間を超える

ことはできない。 

 （単位の認定） 

第５条 履修登録科目の単位認定は、試験規程に基づき、試験又は論文によって行う。 

２ 学業の成績は、秀（Ｓ）、優（Ａ）、良（Ｂ）、可（Ｃ）及び不可（Ｆ）をもって表し、可以上を合

格として単位の修得を認める。 

３ 一度修得した授業科目は、単位を取り消すことができない。 

 （成績の質問） 

第６条 学期始めに配付される成績表の記載事項に疑問のある場合は、速やかに教務課へ申し出るも

のとする。ただし、申出の期限は、成績表配付の日（履修指導の日）から７日以内とする。 

   第２章 博士前期課程 

 （専攻分野及び指導教授） 

第７条 入学の際、所属する専攻課程に設けられている専攻分野より１専攻を選択するものとする。 

２ 専攻分野に応じて指導教授を決定する。この場合において、指導教授の変更を必要とするときは、

これを認めることがある。 

（履修科目） 

第８条 所属する専攻課程に設けられた科目の選定及び履修に当たっては、履修科目は、授業科目配当

表及び専攻分野別履修モデルを参考に、指導教授の指示を受けなければならない。 

２ 各年次で履修できる単位の上限は、２４単位までとする。 

３ 他専攻開講科目及び他研究科開講科目で、研究分野の科目と関連する講義科目を１２単位まで履

修することができる。ただし、他研究科の科目履修は４単位までとし、他研究科科目受講願を教務

課に提出して研究科委員長及び他研究科の許可を受けなければならない。この場合において、他専

攻又は他研究科で修得した単位は、Ｃ群の単位として修了要件に算入することができる。 

４ 神奈川県内の大学間における学術交流協定大学の大学院、大学院社会福祉学専攻課程協議会協定

校及び大学院英米文学・英語学分野の単位互換制度に関する運営協議会協定校における特別聴講学



生又は委託聴講生として履修し修得した単位は、合計４単位までＣ群の単位とみなすことができる。

ただし、履修に際しては指導教授並びに当該大学の事前の承認を得なければならない。 

５ 大学院特別履修生（学部生）が本研究科に入学した場合は、本研究科の修了要件単位のうち、Ｃ

群特論科目として４単位まで認定することができる。 

６ 研究科委員会が教育研究上有益と認めるときは、学生が本研究科に入学する前に、他の大学院に

おいて履修した授業科目について、修得した単位及び大学院設置基準第１５条に規定する科目等履

修生として修得した単位を本研究科に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。この場合において、修得したものとみなすことができる単位数は、研究科委員会の議

を経て、大学院学則第１３条の規定により修得した単位と合わせて、１０単位を超えない範囲で課

程修了に必要な単位とする。 

 （修士の学位取得の要件及び論文審査） 

第９条 修士の学位を取得するためには、２年以上在学した上で、３２単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受け、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。 

２ 前項に規定する単位の修得に当たっては、専攻ごとに次の各号に定める要件を満たさなければな

らない。 

 （１） 英語英米文学専攻 

   ア Ａ群研究科目 ８単位以上 

   イ Ｂ群演習科目 ８単位以上 

   ウ Ｃ群特論科目 ８単位以上 

   エ 本研究科開講科目 ８単位以上（アからウまでの単位を除く。） 

 （２） 比較日本文化専攻 

   ア Ａ群研究科目 ８単位以上 

   イ Ｂ群演習科目 ８単位以上 

   ウ Ｃ群特論科目 ８単位以上（国際文化学部の専門科目（研究科委員会が認めた科目に限る。）

を履修し修得した場合の当該科目６単位を含む。） 

   エ 本研究科開講科目 ８単位以上（アからウまでの単位を除く。）（国際文化学部の専門科目

（研究科委員会が認めた科目に限る。）を履修し修得した場合の当該科目４単位を含む。） 

 （３） 社会学専攻 

   ア Ａ群研究科目 ８単位以上 

   イ Ｂ群演習科目 ８単位以上 

   ウ Ｃ群特論科目 ８単位以上（社会学部の専門科目（研究科委員会が認めた科目に限る。）を

履修し修得した場合の当該科目４単位を含む。） 

   エ 本研究科開講科目 ８単位以上（アからウまでの単位を除く。）（社会学部の専門科目（研

究科委員会が認めた科目に限る。）を履修し修得した場合の当該科目６単位を含む。） 

３ Ａ群研究科目及びＢ群演習科目は、原則として同科目名の１を春学期に、２を秋学期に連続して

履修するものとする。 

４ 第２年次に在学し、第１年次において１６単位以上を修得した者でなければ、学位論文を提出す

ることができない。 

５ 学位論文については、「関東学院大学大学院文学研究科修士論文内規」に別に定める手順に従うも 

のとする。 

６ 学位論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員によってこれを行う。その審査委員は、指導 

 教授を主査とし、当該論文に関連ある科目担当教員２名以上を加えるものとする。 

７ 修士の学位に関する最終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって、前項の審査委 

 員が学位論文を中心とし、口頭試問によって行う。ただし、筆記試験を併せて行うことができる。 

  なお、最終試験施行の日時については、研究科委員会が決定して、別途通知する。 

８ 学位の授与は、審査委員の報告により研究科委員会において審議して可否を議決する。この議決 

 は、研究科委員会構成員の３分の２以上が出席し、その過半数の同意を要する。 

 （転研究科・転専攻・編入学） 

第１０条 転研究科、転専攻及び編入学は原則として認めない。 

 （復学及び再入学の履修） 

第１１条 休学者が復学する場合の履修については、原則として入学年度の履修規程を適用し、退学

者が再入学する場合の履修については、原則として再入学した年度の履修規程を適用する。 

 



   第３章 博士後期課程 

 （専攻分野及び指導教授） 

第１２条 専攻分野に応じて指導教授を決定する。この場合において、指導教授の変更を必要とする

ときは、これを認めることがある。 

２ 指導教授は、文学研究科の専任教員をもって充てる。 

 （履修科目） 

第１３条 所属する専攻課程に設けられた科目の選定及び履修に当たっては、授業科目配当表を参考

に、指導教授の指示を受けなければならない。 

２ 履修科目は、原則として同科目名の１を春学期に、２を秋学期に連続して履修するものとし、Ａ

群研究科目から各年次最低４単位以上、Ｂ群講義科目から４単位以上を履修しなければならない。 

 （博士の学位取得の要件及び論文審査） 

第１４条 博士の学位は、各専攻分野における研究者として自立し、研究活動を行うに必要な高度に 

 して精深な学術の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有する者に授与するものとする。 

２ 博士の学位を得ようとする者は、３年以上在学し、各専攻分野とも授業科目のＡ群研究科目から

１２単位以上、Ｂ群講義科目から４単位以上を修得した上で、研究上必要な指導を受け、学位論文

を提出してその審査及び最終試験に合格しなければならない。この場合において、論文予備審査の

申請時に３点以上の公表された論文（単著を含む。以下同じ。）を有しているものとする。 

３ 最終試験は学位論文及びこれに関連ある科目について、口頭試問又は筆答によって行う。 

４ 学位論文の審査は、論文提出後１年以内に終了する。この場合において、審査委員は、研究指導

教授を主査とし、当該論文に関連ある科目担当教員２名以上を副査として加えるものとする。 

５ 博士後期課程の単位を満して退学した者又は博士後期課程を経ない者の取扱いについては、本学

学位規則の定めるところによる。 

 （博士予備論文） 

第１５条 ２年間所定の研究指導を受けた博士後期課程の在学生で、３年次に博士論文を提出しない

で「単位修得満期退学」をしようとする者は、博士予備論文を提出しなければならない。 

２ 博士予備論文を提出しようとする者は、期日までに、所定の様式による博士予備論文届を提出し

なければならない。 

３ 博士予備論文の審査は、論文審査及び口頭試問による。 

４ 前３項に定めるもののほか、博士予備論文については、各専攻において定めるところによる。 

   第４章 規程の改廃 

 （規程の改廃） 

第１６条 この規程の改廃は、文学研究科委員会の議を経て、学長が行う。 

   附 則 

 この規程は、２０１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、２０１４年３月２８日に改正し、２０１４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第９条第２項、第９条第３項、第１３条第２項及び第１４条第２項の規定は、２０１４

年度入学生から適用する。 

   附 則 

１ この規程は２０１５年３月１８日に改正し、２０１５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１３条第項及び第１４条第２項の規定は、２０１５年度入学生から適用し、２０１４

年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則 

この規程は、２０１６年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

 この規程は、２０１６年４月１４日から改正施行する。 

   附 則 

１ この規程は、２０２３年１月２５日に改正し、２０２３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第９条第２項の規定は、２０２３年度以降の入学生に適用し、２０２２年度以前の入学 

 生については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、２０２５年６月３０日から改正施行し、改正後の第９条第２項の規定は、同年４月１

日から適用する。ただし、第１３条第３項の規定の削除は、２０２６年４月１日から施行する。 


